	251218
[bookmark: _Hlk126245793]府中市障害者計画・障害福祉計画（第８期）・障害児福祉計画（第４期）の策定に向けた国・都の動き資料６
2025.12.18
aa


【「障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本指針の見直し」】
社会保障審議会障害者部会（第152回）
【「障害者総合支援法」の見直し」】（2040年）
【障害者基本計画（第５次）】（2023～27年度）
●「共生社会」の実現に向けた基本計画とする
・すべての国民が障害の有無で分け隔てられることがなく、相互に人格と個性を尊重しあう、「共生社会」の実現を目指す
●障害者権利条約との整合性を図る
・各分野の障害者施策の基本的な方向で掲げる11の障害者施策分野と条約の各条項の対応関係を明示した構成となった。
●横断的視点
・当事者本位の総合的・横断的支援、障害特性等に配慮した支援

[bookmark: _Hlk127543628][bookmark: _Hlk127543629]基本指針直しのポイント
1.入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援
2.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
3.福祉施設から一般施設への移行等　
4.地域の相談支援体制の充実強化
5.障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上
6.人口減少地域におけるサービスの維持・確保
7.障害福祉サービスの質の確保
8.きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備
9.障害者等に対する虐待の防止等　
10.「地域共生社会」の実現に向けた取組
11.住宅セーフティネット制度との連携　
12．災害時における障害福祉サービス提供の構築
1３．地域差の是正・指定の在り方等

◆成果指標・活動指標の見直し
〇成果目標項目　　　　　　　　　　　　
①精神障害にも対応した
地域包括ケアシステムの構築
②就労選択支援事業所の設置状況
③障害福祉人材の確保・定着
生産性の向上
[bookmark: _Hlk128501267][bookmark: _Hlk128501268]・本改正の趣旨では、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため措置を講じた。
・グループホーム利用者の一人暮らし希望者への支援や基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等の設置の努力義務が設定され、就労アセスメントの手法を活用した、就労支援のサービスとして就労選択支援が創設された。

国の動向



改正概要（抜粋）

１．障害者等の地域生活の支援体制の充実
２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進
３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化
５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（DB）に関する規定の整備


１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止	
２．安全・安心な生活環境の整備	
３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実	
４．防災、防犯等の推進	
５．行政等における配慮の充実	
６．保健・医療の推進
７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進
８．教育の振興
９．雇用・就業、経済的自立の支援
10．文化芸術活動・スポーツ等の振興
11．国際社会での協力・連携の推進
各分野における障害者施策の基本的な方向




〇活動指標項目　　　　　　　　　　　　
①施設入所者の地域生活への意向等
②精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築
③福祉施設から一般就労への移行等
④相談支援体制の充実・強化等
⑤障害福祉人材の確保・定着、生産性向上

【障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方検討会】（2025.9.24）
・障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討。次期の目標及び報酬改定が行われる。




こども施策（障害児支援）
●東京都障害者・障害児施策推進計画（令和6年度～令和8年度）　※2025年の東京デフリンピック開催を契機とした共生社会実現に向けた取組、理解の促進
施策目標Ⅰ　共生社会実現に向けた取組の推進　【主要事業等】読書バリアフリー計画　【新】失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業　【新】障害者の生活応援情報発信事業　手話のできる都民育成事業　等
施策目標Ⅱ　地域における自立生活を支える仕組みづくり　【主要事業等】強度行動障害支援者養成研修　【新】地域生活支援拠点連携強化支援事業　【新】心のサポーター養成事業　福祉避難所情報伝達当支援事業　等
施策目標Ⅲ　社会で生きる力を高める支援の充実　【主要事業】【新】インクルーシブ教育システム体制の整備　【新】学校におけるインクルージョンに関する交流及び共同学習拡充支援事業　等
施策目標Ⅳ　いきいきと働ける社会の実現　【主要事業】【新】生産活動に係る生業開拓等支援事業　【新】就労継続支援Ｂ型事業所マネジメント事業　等
施策目標Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保及びＤＸの活用　【主要事業】【新】障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所支援事業　【新】障害福祉サービス等ＤＸ推進人材育成支援事業　
【新】訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業　【新】医療的ケア児等コーディネータ―支援体制整備促進事業　等
【障害者の雇用・就労】●障害者雇用・就労推進連携プログラム2024　　●東京都工賃向上計画（2024年度～2026年度）　
【福祉のまちづくり】　●福祉のまちづくり推進計画（2024年度～2028年度）　●TOKYOユニバーサルデザインガイドライン(視覚情報版) －誰にでも見やすい分かりやすい色・デザインを目指して－（2025年３月）
【依存症関連】●東京都ギャンブル依存症対策推進行動計画（令和7年度～令和9年度）（国の推進計計画を受けて策定）　等


●子ども家庭庁の設置、こども基本法をはじめとする施策の推進
・子ども家庭庁設置により、障害児の健やかな育成、障害児及び家族に対する地域支援体制の構築、年齢や多様な分野での切れ目ない支援を目指している。
・こども基本法・こども大綱・こども未来戦略等においても障害児の権利を明確にした取組を推進、すべての子どもが平等に尊重される社会を目指した施策の拡充と医療的ケア児及び家族への支援（Ｒ３年法成立）を目指した取組を進めている。
●児童福祉法等の一部を改正する法律（最近の改正分）
＜2024年４月施行＞
・児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化、福祉型と医療型に分かれていた児童発達支援センターの類型の一元化　親子関係形成支援事業創設等
　（障害児支援体制整備の手引き、放課後等デイガイドライン等が発出されている）
＜2025年４月施行＞
・保育士・保育所支援センターの法定化、保育の体制整備に係る特定の一般制度化、虐待対応の強化　等
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律（2024年４月施行）
・事業者に対して合理的な配慮の提供が義務化された。

●障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画（2024年７月26日閣議決定、推進本部設置）
・旧優生保護法に係る2024年７月３日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化する。「障害の社会モデル」とは、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって作り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方。

●視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会（読書バリアフリー）
・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」の第二期計画が2025年３月に公表

●手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）（2025年６月施行）
・手話は、これを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通の手段であるとして、手話に関する施策を総合的に推進する。基本理念として、手話習得・使用、手話文化保存・継承・発展、手話に関する国民の理解と関心理念を掲げる。
東京都
条例・行動計画

